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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しています。 

３ 提出会社の経営指標等における「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」および「潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略

しています。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しています。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第93期中 第94期中 第95期中 第93期 第94期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

 売上高 (百万円) 45,084 49,785 51,380 92,696 98,397

 経常利益 (百万円) 9,532 12,302 12,247 18,837 21,507

 中間(当期)純利益 (百万円) 4,878 7,100 7,747 11,022 13,022

 純資産額 (百万円) 105,347 113,576 124,804 108,239 118,637

 総資産額 (百万円) 147,148 145,563 154,205 139,979 150,458

 １株当たり純資産額 (円) 1,197.86 1,310.69 1,438.24 1,249.32 1,368.27

 １株当たり中間 
 (当期)純利益

(円) 55.47 81.96 89.34 125.85 150.26

 潜在株式調整後 
 １株当たり中間 
 (当期)純利益

(円) 55.42 81.83 89.20 125.71 150.01

 自己資本比率 (％) 71.6 78.0 80.9 77.3 78.9

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) 3,637 11,101 5,866 6,619 20,878

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,057 △571 △1,932 △2,907 △1,330

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー

(百万円) △2,821 △2,684 △3,072 △12,711 △5,900

 現金及び現金同等物の 
 中間期末(期末)残高

(百万円) 40,225 40,248 47,142 32,380 46,104

 従業員数 (名) 2,359 2,356 2,361 2,308 2,312

(2) 提出会社の経営指標等

 売上高 (百万円) 41,897 46,234 47,050 86,340 90,840

 経常利益 (百万円) 10,221 12,318 12,137 20,266 21,376

 中間(当期)純利益 (百万円) 6,008 7,291 7,619 12,602 13,118

 資本金 (百万円) 6,227 6,272 6,343 6,247 6,319

 発行済株式総数 (千株) 87,982 86,696 86,781 86,658 86,751

 純資産額 (百万円) 110,002 118,677 128,829 113,092 123,495

 総資産額 (百万円) 149,311 148,681 156,791 142,762 153,300

 １株当たり配当額 (円) 20.00 25.00 30.00 50.00 60.00

 自己資本比率 (％) 73.7 79.8 82.1 79.2 80.6

 従業員数 (名) 1,719 1,730 1,764 1,691 1,695



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当グループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

  

(2) 主要な関係会社の異動 

当中間連結会計期間において、主要な関係会社の異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数で、パートタイマーおよび派遣社員を除いています。 

２ 全社または共通は、全社企画部門および業務サポート部門の従業員数です。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数で、当社から社外への出向者、パートタイマーおよび派遣社員を除いており、社外から

当社への出向者を含んでいます。 

  

(3) 労働組合の状況 

当グループでは、当社および連結子会社２社が労働組合を組織しています。 

当社および参天物流㈱(連結子会社)が参天グループ従業員組合を組織し(組合員数1,308名)、事務所

を大阪市東淀川区下新庄に置く単一組合で、現在無所属であり、自主的に活動しています。また、サン

テン・オイ(連結子会社)においては、工場に勤務する労働者、事務職の管理職員および事務職の一般職

員が各々の労働組合を組織しています。労使関係は相互によく理解し、協調の実をあげています。 

  

事業部門等の名称 従業員数(名)

販売 822

 医療用医薬品部門 731

 一般用医薬品部門 53

 医療機器部門 38

生産 752

研究開発 528

全社または共通 259

合計 2,361

従業員数 1,764



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の国内医療用眼科薬市場は、4月に実施された業界平均マイナス5.5％の薬価改定

の影響と、花粉の飛散量が少なかったことによる抗アレルギー剤市場の縮小により、前中間連結会計期

間と比べ縮小しました。一方、海外医療用眼科薬市場は、欧米・アジアともに概ね堅調に推移しまし

た。国内一般用眼科薬市場は、前中間連結会計期間に比べ花粉の飛散量が少なくアレルギー用目薬が伸

びなかった影響もあり、縮小しました。 

このような状況下、当中間連結会計期間の業績は下記のとおりとなりました。 

  

 
  

① 売上高 

事業の部門別の売上高を示すと次のとおりです。 

  

 
  

前中間連結会計期間(百万円) 当中間連結会計期間(百万円) 前年同期比（％）

売上高 49,785 51,380 3.2

営業利益 12,081 12,105 0.2

経常利益 12,302 12,247 △0.4

中間純利益 7,100 7,747 9.1

国内 海外 合計

金額(百万円)
前年同期比
(％)

金額(百万円)
前年同期比
(％)

金額(百万円)
前年同期比
(％)

医療用医薬品 40,873 0.7 6,177 24.1 47,051 3.3

 うち眼科薬 36,061 0.3 5,974 22.8 42,036 2.9

 うち抗リウマチ薬 4,692 4.3 170 96.8 4,863 6.0

 うちその他医薬品 119 2.2 32 32.3 151 7.5

一般用医薬品 2,739 △1.0 17 63.0 2,757 △0.7

医療機器 260 △19.3 10 13.4 271 △18.3

その他 255 △29.3 1,045 38.7 1,300 16.7

合計 44,129 0.2 7,251 26.1 51,380 3.2



[医療用医薬品] 

当中間連結会計期間の医療用医薬品の売上高は、前中間連結会計期間と比べ3.3%増加し、470億５千

１百万円となりました。 

（眼科薬） 

＜国内＞ 

薬価改定により市場全体が縮小しましたが、医療施設ごとの潜在ニーズとその変化を的確に捉えた

医薬情報提供などの普及促進活動により、国内眼科薬の売上高は前中間連結会計期間と比べ0.3%微増

の360億６千１百万円となりました。  

  角膜疾患治療剤領域では、ドライアイ（眼球乾燥症候群）などに伴う角結膜上皮障害の治療剤「ヒ

アレイン」が、患者さんのQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を高める製品特性と、医療現場でのド

ライアイの啓発活動などにより順調な伸びを示し、前中間連結会計期間と比べ4.7%増加し81億６千１

百万円となりました。抗アレルギー点眼剤領域において、前中間連結会計期間と比較して花粉の飛散

量が少ない影響はありましたが、前中間連結会計期間の流通在庫の調整の影響がなくなり、「リボス

チン点眼液」の売上高は12.1%増加し、16億５千６百万円となりました。緑内障治療剤領域では、

「レスキュラ点眼液」などの市場浸透に注力しましたが、競合および薬価改定の影響などにより、

「デタントール点眼液」、「チモプトールＸＥ」、ならびに「チモプトール」と合わせた四剤の売上

高は、前中間連結会計期間と比べ2.0%減少の73億３千９百万円となりました。合成抗菌点眼剤領域で

は、薬価改定や競合品の影響などにより、「クラビット点眼液」、「タリビッド点眼液」両剤合わせ

た売上高は、前中間連結会計期間と比べ4.1%減少し83億１千６百万円となりました。  

  

＜海外＞ 

海外における医療用眼科薬の売上高は、円換算ベースで前中間連結会計期間と比べ22.8%増加の59

億７千４百万円となりました。欧州では医薬情報提供などの普及促進活動に注力し、北欧・東欧、ド

イツを中心に売上を伸ばしました。米国ではジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア・イン

ク向けの売上高が増加しました。アジアにおいては、医薬学術情報の提供や、当社製品と参天ブラン

ドの浸透に注力し、主要市場である中国および韓国で売上を伸ばしました。 

  

（抗リウマチ薬） 

疾患修飾性抗リウマチ薬市場は、薬価改定の影響があり前中間連結会計期間と比べ縮小しました。

その中で、「リマチル」、「アザルフィジンＥＮ錠」、ならびに「メトレート錠2mg」は、日本リウ

マチ学会が平成16年に発表した「関節リウマチ治療ガイドライン」で、強く推奨される製剤に位置付

けられており（推奨度A）、着実に市場へ浸透しました。その結果、抗リウマチ薬の売上高は、前中

間連結会計期間と比べ6.0%増加の48億６千３百万円となりました。 

  

[一般用医薬品] 

一般用医薬品部門は、目の疲れ・かすみ・爽快用の目薬を中心に引き続き販売促進に注力しました

が、売上高は前中間連結会計期間と比べ0.7%減少の27億５千７百万円となりました。 

  



[医療機器] 

当中間連結会計期間の国内の白内障手術件数は若干増加しましたが、競争の激化に伴い眼内レンズの

売上高は減少し、医療機器全体では前中間連結会計期間と比べ18.3%減少の２億７千１百万円となりま

した。 

  

[その他] 

米国向け耳科用合成抗菌剤の受託製造の増加により、前中間連結会計期間と比べ16.7%増加し13億円

となりました。 

  

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

売上原価は、売上高の増加に伴い、前中間連結会計期間と比べ3.6%増加の180億８千万円となりまし

た。売上原価率では、品目構成の変化やコスト合理化努力などの原価率低減要因がありますが、製造数

量の減少や薬価下落による原価率の上昇により、前中間連結会計期間の35.0%から35.2%へ増加しまし

た。  

 販売費については、積極的な医薬情報提供などの普及促進活動や、国内の競合製品に対するディフェ

ンス策により、国内・欧州・アジアともに増加しました。研究開発費は角膜疾患、網膜疾患領域などで

増加しました。その結果、販売費及び一般管理費は前中間連結会計期間と比べ4.6%増加の211億９千４

百万円となりました。  

  

③ 営業利益 

営業利益は、前中間連結会計期間と比べ0.2%増加の121億５百万円となりました。売上高営業利益率

は前中間連結会計期間の24.3%から23.6%へ低下しました。 

  

④ 営業外収益／費用 

営業外収益は、前中間連結会計期間と比べ2.8%増加の４億５千３百万円となりました。  

 営業外費用は、為替差損の発生などにより、前中間連結会計期間と比べ41.7%増加の３億１千１百万

円となりました。  

  

⑤ 経常利益 

経常利益は、前中間連結会計期間と比べ0.4%減少し122億４千７百万円となりました。売上高経常利

益率は前中間連結会計期間の24.7%から23.8%へ低下しました。 

  

⑥ 特別利益／特別損失 

特別利益は、固定資産処分益を計上し、２億５千万円となりました。  

  特別損失は、２千６百万円となりました。  

  

⑦ 法人税等 

法人税等は、47億２千３百万円となりました。税金等調整前当期純利益に対する比率（実効税率）

は、前中間連結会計期間の36.8%から37.9%になりました。 

  



⑧ 中間純利益 

中間純利益は、前中間連結会計期間と比べ9.1%増加し77億４千７百万円となりました。売上高中間純

利益率は前中間連結会計期間の14.3%から15.1%となりました。１株当たり中間純利益（EPS）は前中間

連結会計期間の81円96銭から89円34銭に、潜在株式調整後１株当たり中間純利益は前中間連結会計期間

の81円83銭から89円20銭になりました。 

  

⑨ 所在地別セグメント 

所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりです。 

  

日本 

外部顧客への売上高は464億２千１百万円（前年同期比1.4％増）となりました。営業利益について

は、販売費の増加等により、前中間連結会計期間（130億５千４百万円）に比べ５億９千６百万円減

少し、124億５千８百万円となりました。 

  

欧州 

外部顧客への売上高は、現地子会社が販売拡大に努め、北欧・東欧・ドイツならびに米国向けの売

上を順調に伸ばしたことにより、46億２千２百万円（前年同期比22.2％増）となりました。営業利益

についても、売上増加により前中間連結会計期間（２億７千５百万円）に比べ３億２千５百万円増加

し、６億円となりました。 

  

その他の地域 

外部顧客への売上高は、韓国での売上伸長などにより、３億３千６百万円（前年同期比63.1％増）

となりました。営業損失については、前中間連結会計期間（営業損失２億３千７百万円）に比べ２千

万円損失が増加し、２億５千７百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

 
  

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加もあり

ましたが、主に法人税等の支払額や売上債権の増加などが影響し、前中間連結会計期間に比べ52億３千

５百万円減少の58億６千６百万円の収入となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどが影響し、前

中間連結会計期間に比べ13億６千１百万円支出が増加し、19億３千２百万円の支出となりました。  

前中間連結会計期間(百万円) 当中間連結会計期間(百万円) 増減額(百万円)

営業活動による 
キャッシュ・フロー

11,101 5,866 △5,235

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△571 △1,932 △1,361

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△2,684 △3,072 △388

現金及び現金同等物に係る
換算差額

22 176 154

現金及び現金同等物の 
増減額

7,867 1,037 △6,830

現金及び現金同等物の 
中間期末残高

40,248 47,142 6,894



 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が増加したことなどが影響し、前中間連結

会計期間に比べ３億８千８百万円支出が増加し、30億７千２百万円の支出となりました。  

  以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は471億４千２百万円となり、前連

結会計年度末残高に比べ10億３千７百万円増加しました。  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績および商品仕入実績 

当中間連結会計期間における生産および商品仕入実績を販売面からみた事業部門等に関連付けて示す

と、次のとおりです。 

生産実績 

  

 
(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれていません。 

  

商品仕入実績 

  

 
(注) 金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれていません。 

  

事業部門等の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

医療用医薬品 34,051 △9.0

一般用医薬品 4,098 △6.4

医療機器 ─ △100.0

その他 1,203 22.0

合計 39,353 △8.0

事業部門等の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

医療用医薬品 6,575 △3.5

一般用医薬品 ─ ─

医療機器 124 27.8

その他 ─ ─

合計 6,700 △3.0



(2) 受注状況 

当社は販売計画、在庫状況を基礎として生産計画を立案し、これによって生産を行っていますので受

注生産は行っていません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を販売面からみた事業部門等に関連付けて示すと、次のとおり

です。 

  

 
(注) １ 当中間連結会計期間における、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりです。 

  

 
  株式会社メディセオホールディングスは、平成17年10月１日をもって株式会社メディセオ・パルタックホー

ルディングスに商号変更しました。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当社は、10年後の2015年度に「世界の参天」を実現することを長期構想とし、2006年度から2010年度ま

でを第一ステップと位置づけ、「成長のための準備および特定地域での成長」を目指します。具体的に

は、2010年度に営業利益320億円以上、当期純利益220億円以上、ROE13％以上の達成を目標にしていま

す。  

◎「2006-2010年度中期経営計画」における基本方針 

  世界の参天に向けた新薬候補の準備と、強みが発揮できる地域での成長  

◎基本方針実現のための４つの中期方針 

（1）グローバル戦略新薬候補を充実させる  

（2）日本をはじめ、北欧・東欧・ロシア、中国を中心に成長し、米国は臨床開発と事業開発に注力する 

（3）生産基盤を強化させる  

（4）グローバルレベルで人材・組織を強化する  

これらの方針に基づいた戦略・施策を立案・実施し、中程度の成長を目指していきます。  

  

  

事業部門等の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

医療用医薬品 47,051 3.3

一般用医薬品 2,757 △0.7

医療機器 271 △18.4

その他 1,300 16.7

合計 51,380 3.2

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

株式会社スズケン 9,113 18.3 9,711 18.9

株式会社メディセオ・パルタックホー
ルディングス

9,143 18.4 9,405 18.3



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は中長期的な成長の源泉として研究開発を重視しており、眼科薬を中心とした積極的な臨床開発を

進めています。 

 医薬品開発状況としまして、緑内障領域のプロスタグランジン製剤DE-085（一般名：タフルプロスト）

は、平成18年7月に日本における製造販売承認の申請を行いました。欧州では製造販売承認申請に向けて

準備中です。一方、米国においては今後の事業化の検討を踏まえた上、申請の是非を決定します。  

  アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤のDE-092（一般名：オルメサルタン）は、日本および米国での臨床第

Ⅱ相試験の結果、用量依存性および充分な眼圧下降作用が確認できなかったため、臨床試験を一時中断し

ています。初期の製剤で実施した日本での前期臨床第Ⅱ相試験の結果とは異なるため、今後は濃度の再設

定や製剤の改良を実施し、その結果を踏まえ臨床試験の再開の是非を決定します。  

 カルシウム拮抗剤のDE-090（一般名：塩酸ロメリジン）は、日本で臨床第Ⅱ相試験の段階にあります。 

 角膜、炎症領域において、角結膜創傷治癒剤（ドライアイ含む）のDE-089（一般名：ジカフォソル・テ

トラナトリウム）は、日本で臨床第Ⅲ相試験を実施中です。DE-099（一般名：ゲファルナート）は日本で

臨床第Ⅱ相試験に向けて準備中です。また、DE-101（一般名：リボグリタゾン）は、米国において臨床第

Ⅰ相試験を実施中です。  

 網膜、リウマチ領域において、糖尿病黄斑浮腫と抗リウマチ薬のTNF阻害剤DE-096は、日本で前期臨床

第Ⅱ相（POC）試験を実施中です。  

 また、当社は外部との共同開発にも注力しており、平成18年5月に宇部興産株式会社とDE-104（一般

名：未定）について、緑内障および高眼圧症を適応症とする治療剤を共同開発することで基本合意しまし

た。  

 一方、医療機器の眼内レンズの開発状況について、高屈折率の新しい素材を光学部に用いたフォーダブ

ルレンズのMD-14は、10月に日本において承認取得しました。また、米国においては申請準備中です。  

 なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、63億３千２百万円です。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当中間連結会計期間において、以下の設備を売却しました。 

 
  

(2) 在外子会社 

該当事項はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりです。 

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 所在地
事業部門等 

の名称
設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業員数
建物 

及び構築物

機械装置 

及び運搬具

土地 

（面積㎡）
その他 合計

（名）

関西物流 

センター

滋賀県 

米原市
その他

医薬品の 

物流設備
117 ―

188
― 305 ―

(7,964)

会社名 所在地
事業部門等の

名称
設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手および完了予定

総額 

(百万円)

既支払額 

(百万円)
着手年月 完了年月

参天製薬(中国)

有限公司

中国 

蘇州市
医療用医薬品 医薬品製造設備 2,300 777 自己資金 平成18年7月 平成19年7月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」には、平成18年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に

基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれていません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 151,493,354

計 151,493,354

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成18年９月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成18年11月30日)

上場証券取引所名
又は登録証券業協会名

内容

普通株式 86,781,203 86,787,103

東京証券取引所
(市場第１部) 
大阪証券取引所 
(市場第１部)

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式

計 86,781,203 86,787,103 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

     会社法第361条および第238条等の規定に基づく新株予約権 

  

株主総会の特別決議日(平成18年６月27日) 
  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 615 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 61,500 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,715 同左

新株予約権の行使期間
平成20年６月28日～
平成28年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格  2,715
資本組入額  1,358

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の取締役の地位を保有している
ことを要する。ただし、任期満
了等の正当な理由により退任す
る限りにおいては、付与された
権利を行使することができる。 
・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。 
・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。 
・その他の細目については、本
年定時株主総会および新株予約
権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権付与契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─



     会社法第238条等の規定に基づく新株予約権 

 

株主総会の特別決議日(平成18年６月27日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 412 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 41,200 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,715 同左

新株予約権の行使期間
平成20年６月28日～
平成28年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格  2,715
資本組入額  1,358

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株
予約権の行使時において、当社
の執行役員の地位を保有してい
ることを要する。ただし、正当
な理由により退職する限りにお
いては、付与された権利を行使
することができる。 
・新株予約権の一部行使は、そ
の目的たる株式の数が当社の１
単元の株式数の整数倍となる場
合に限り、これを行うことがで
きる。 
・新株予約権者が死亡した場
合、相続人がその権利を行使す
ることができる。 
・その他の細目については、本
年定時株主総会および新株予約
権発行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権付与契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、こ
れを譲渡し、またはこれに担保
権を設定することができないも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



 
 
 
     平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 
 
 
株主総会の特別決議日(平成14年６月26日) 

 
 (注) 新株予約権の権利行使により減少しています。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 490 460 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 49,000 46,000 (注)

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,326 同左

新株予約権の行使期間
平成16年６月27日～
平成24年６月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,326
資本組入額 663

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予

約権行使期間内は、当社の取締役

または執行役員もしくは主要海外

子会社の取締役の地位を保有して

いることを要す。ただし、任期満

了等の正当な理由による退任また

は正当な理由により退職する限り

においては、付与された権利を行

使することができる。

・新株予約権の１個未満の一部行

使は、その目的たる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍とな

る場合に限り、これを行うことが

できる。

・新株予約権行使期間内は、相続

人が権利行使することができる。

・その他の細目については、本総

会および新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約

権付与契約」に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、これ

を譲渡し、またはこれに担保権を

設定することができないものとす

る。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─



株主総会の特別決議日(平成15年６月26日) 

 
 (注) 新株予約権の権利行使により減少しています。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 833 804 (注)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 83,300 80,400 (注)

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,176 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月27日～
平成25年６月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,176
資本組入額 588

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予

約権行使期間内は、当社の取締役

または執行役員もしくは重要な海

外子会社の取締役の地位を保有し

ていることを要す。ただし、任期

満了等の正当な理由による退任ま

たは正当な理由により退職する限

りにおいては、付与された権利を

行使することができる。

・新株予約権の１個未満の一部行

使は、その目的たる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍とな

る場合に限り、これを行うことが

できる。

・新株予約権行使期間内は、相続

人が権利行使することができる。

・その他の細目については、本総

会および新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約

権付与契約」に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、これ

を譲渡し、またはこれに担保権を

設定することができないものとす

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



株主総会の特別決議日(平成16年６月25日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 739 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 73,900 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,743 同左

新株予約権の行使期間
平成18年６月26日～
平成26年６月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,743
資本組入額 872

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予

約権行使期間内は、当社の取締役

または執行役員もしくは重要な海

外子会社の取締役の地位を保有し

ていることを要す。ただし、任期

満了等の正当な理由による退任ま

たは正当な理由により退職する限

りにおいては、付与された権利を

行使することができる。

・新株予約権の１個未満の一部行

使は、その目的たる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍とな

る場合に限り、これを行うことが

できる。

・新株予約権行使期間内は、相続

人が権利行使することができる。

・その他の細目については、本総

会および新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約

権付与契約」に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、これ

を譲渡し、またはこれに担保権を

設定することができないものとす

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



株主総会の特別決議日(平成17年６月24日) 

 
  

② 新株予約権付社債 

該当事項はありません。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の数(個) 1,292 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 129,200 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,480 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月25日～
平成27年６月23日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,480
資本組入額 1,240

同左

新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予

約権行使期間内は、当社の取締役

または執行役員もしくは重要な海

外子会社の取締役の地位を保有し

ていることを要す。ただし、任期

満了等の正当な理由による退任ま

たは正当な理由により退職する限

りにおいては、付与された権利を

行使することができる。

・新株予約権の１個未満の一部行

使は、その目的たる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍とな

る場合に限り、これを行うことが

できる。

・新株予約権行使期間内は、相続

人が権利行使することができる。

・その他の細目については、本総

会および新株予約権発行の取締役

会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約

権付与契約」に定めるところによ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

割当てられた新株予約権は、これ

を譲渡し、またはこれに担保権を

設定することができないものとす

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



③ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利 

旧商法第280条ノ19第１項に基づく新株引受権 

  

株主総会の特別決議日(平成10年６月26日) 

 
  

株主総会の特別決議日(平成11年６月29日) 

 
  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 24,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,540 同左

新株予約権の行使期間
平成12年６月27日～
平成20年６月25日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 1,540
資本組入額 770

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または任期満了
等の正当な理由により退任。 
・権利の相続は可能。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 57,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,480 同左

新株予約権の行使期間
平成13年６月30日～
平成21年６月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,480
資本組入額 1,240

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。 
・権利の相続は可能。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─



株主総会の特別決議日(平成12年６月29日) 

 
  

株主総会の特別決議日(平成13年６月28日) 

 
  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株予約権の権利行使(旧商法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。)による増加です。 

  

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 55,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,705 同左

新株予約権の行使期間
平成14年６月30日～
平成22年６月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,705
資本組入額 1,353

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。 
・権利の相続は可能。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年10月31日)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 39,600 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,299 同左

新株予約権の行使期間
平成15年６月29日～
平成23年６月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格 2,299
資本組入額 1,150

同左

新株予約権の行使の条件

・権利行使において当社または
関係会社取締役または使用人の
地位を保有、または任期満了等
の正当な理由により退任または
正当な理由により退職。 
・権利の相続は可能。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入その他の処分
は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日

30,000 86,781,203 23 6,343 23 7,037



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。 

 
２ 次の法人から、大量保有報告書の提出があり、次のとおり株式を所有している旨報告を受けていますが、平

成18年９月30日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状

況」には含まれていません。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合(％)

ノーザントラストカンパニー
エイブイエフシーサブアカウ
ントアメリカンクライアント 
(常任代理人 香港上海銀行
東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT UK
(東京都中央区日本橋３丁目11―１)

8,024 9.24

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８―11 5,493 6.33

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２丁目11―３ 5,216 6.01

三田産業株式会社 大阪市東淀川区下新庄３丁目９―19 4,756 5.48

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 4,296 4.95

資産管理サービス 
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８―12 2,794 3.22

東京海上日動火災保険 
株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目２―１ 2,668 3.07

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６―６ 2,661 3.06

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４―５ 1,992 2.29

メロンバンクエヌエーアズエ
ージェントフォーイッツクラ
イアントメロンオムニバスユ
ーエスペンション 
(常任代理人 香港上海銀行
東京支店)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
(東京都中央区日本橋３丁目11―１)

1,704 1.96

計 ― 39,607 45.64

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5,493千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 5,216千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 2,794千株

三菱UFJ信託銀行株式会社 644千株

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

シルチェスター インターナシ
ョナル インベスターズ リミ
テッド

TIME&LIFE  BUILDING,  5TH  FLOOR,  1 

BRUTON  STREET,  LONDON  W1J  6TL, 

ENGLAND

8,808 10.15

スプラスグローブ・インベスト
メント・マネジメント・リミテ
ッド

181  UNIVERSITY  AVENUE,  SUITE  1300 

TORONTO, ONTARIO CANADA M5H 3M7
6,483 7.47

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ信託銀行株式会社
他関係会社９社

東京都渋谷区広尾１丁目１―39 5,923 6.82



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権９個)含まれ

ています。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式６株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は大阪証券取引所市場第１部におけるものです。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 

(自己保有株式)
普通株式 46,700

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)  
普通株式 86,619,700 866,197 同上

単元未満株式  
普通株式 114,803 ― 同上

発行済株式総数  
86,781,203 ― ―

総株主の議決権 ― 866,197 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数の

割合(％)

（自己保有株式） 
参天製薬株式会社

大阪市東淀川区 
下新庄３丁目９―19

46,700 ― 46,700 0.05

計 ― 46,700 ― 46,700 0.05

月別
平成18年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 2,875 2,880 2,780 2,845 2,970 3,100

最低(円) 2,705 2,700 2,440 2,460 2,710 2,910



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)および前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)ならびに当中間連結

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)および当中間会計期間(平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表および中間財務諸表について、あずさ監査法人の中間監査を受

けています。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 30,221 32,777 34,583 

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５ 35,371 37,527 34,423 

 ３ 有価証券 10,388 15,206 11,201 

 ４ たな卸資産 9,293 8,821 9,837 

 ５ その他 4,078 3,580 3,847 

   貸倒引当金 △4 △0 △1

    流動資産合計 89,348 61.4 97,913 63.5 93,892 62.4

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物及び構築物 40,338 39,284 40,289 

    減価償却累計額 ※１ △22,556 17,782 △22,740 16,544 △23,169 17,119 

  ２ 機械装置及び 
    運搬具

11,303 10,476 11,090 

    減価償却累計額 ※１ △9,279 2,023 △8,517 1,958 △9,068 2,021 

  ３ 土地 9,062 8,839 9,063 

  ４ その他 10,588 11,857 10,618

    減価償却累計額 ※１ △8,277 2,310 △8,620 3,237 △8,428 2,190

     有形固定資産 
     合計

31,179 30,579 30,395 

 (2) 無形固定資産 2,959 2,787 2,951 

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 15,737 18,398 17,715 

  ２ その他 6,338 4,504 5,489

     投資その他の 
     資産合計

22,075 22,903 23,205 

     固定資産合計 56,214 38.6 56,270 36.5 56,552 37.6 

Ⅲ 繰延資産 ─ ─ 21 0.0 13 0.0

  資産合計 145,563 100.0 154,205 100.0 150,458 100.0



前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 5,238 5,038 5,630 

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

768 168 168 

 ３ 未払金 8,715 8,395 9,308 

 ４ 未払法人税等 4,729 4,590 4,946 

 ５ 賞与引当金 2,301 2,184 2,483 

 ６ その他の引当金 112 73 81 

 ７ その他 1,338 1,160 1,492 

    流動負債合計 23,205 16.0 21,609 14.0 24,110 16.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 5,980 5,362 5,446 

 ２ 退職給付引当金 1,763 1,307 1,243 

 ３ 役員退職慰労引当金 453 504 462 

 ４ その他 584 617 557 

    固定負債合計 8,781 6.0 7,791 5.1 7,710 5.1 

    負債合計 31,986 22.0 29,401 19.1 31,820 21.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 6,272 4.3 ― ― 6,319 4.2 

Ⅱ 資本剰余金 6,967 4.8 ― ― 7,014 4.7 

Ⅲ 利益剰余金 100,378 69.0 ― ― 104,133 69.2 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,922 2.0 ― ― 3,995 2.7 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △2,883 △2.0 ― ― △2,735 △1.8

Ⅵ 自己株式 △79 △0.1 ― ― △90 △0.1

    資本合計 113,576 78.0 ― ― 118,637 78.9 

  負債資本合計 145,563 100.0 ― ― 150,458 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ─ 6,343 4.1 ― ─

 ２ 資本剰余金 ― ─ 7,038 4.6 ― ─

 ３ 利益剰余金 ― ─ 108,846 70.6 ― ─

 ４ 自己株式 ― ─ △94 △0.1 ― ─

    株主資本合計 ― ─ 122,133 79.2 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ─ 4,643 3.0 ― ─

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ─ △1 △0.0 ― ─

 ３ 為替換算調整勘定 ― ─ △2,030 △1.3 ― ─

    評価・換算差額等 
    合計

― ─ 2,611 1.7 ― ─

Ⅲ 新株予約権 ― ─ 59 0.0 ― ─

    純資産合計 ― ─ 124,804 80.9 ― ─

  負債純資産合計 ― ― 154,205 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 49,785 100.0 51,380 100.0 98,397 100.0

Ⅱ 売上原価 17,449 35.0 18,080 35.2 34,534 35.1 

    売上総利益 32,336 65.0 33,300 64.8 63,863 64.9 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 20,254 40.7 21,194 41.2 42,868 43.6 

    営業利益 12,081 24.3 12,105 23.6 20,995 21.3 

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 34 52 90 

 ２ 受取配当金 105 148 171 

 ３ 為替差益 106 ― 156 

 ４ その他 194 440 0.9 252 453 0.8 606 1,024 1.1 

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 41 34 93 

 ２ 営業権償却費 163 ― 330 

 ３ 為替差損 ― 85 ―

 ４ のれん償却費 ― 173 ―

 ５ その他 14 219 0.5 18 311 0.6 88 511 0.5 

    経常利益 12,302 24.7 12,247 23.8 21,507 21.9 

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入額 13 0 30 

 ２ 固定資産処分益 ※２ 0 250 3 

 ３ その他 ― 13 0.1 ― 250 0.5 20 53 0.1 

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※３ 31 10 126 

 ２ 減損損失 ※４ 909 ― 909 

 ３ 退職特別加算金 143 ― 148 

 ４ その他 ― 1,084 2.2 15 26 0.0 35 1,219 1.3 

    税金等調整前中間 
    (当期)純利益

11,232 22.6 12,471 24.3 20,341 20.7 

    法人税、住民税 
    及び事業税

4,620 4,489 7,999 

    法人税等調整額 △489 4,131 8.3 234 4,723 9.2 △679 7,319 7.5 

    中間(当期)純利益 7,100 14.3 7,747 15.1 13,022 13.2 



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 6,942 6,942

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 新株予約権の行使に 
   よる新株の発行

24 71

 ２ 自己株式処分差益 0 24 0 71

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

6,967 7,014

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 95,901 95,901

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 中間(当期)純利益 7,100 7,100 13,022 13,022

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 2,598 4,764

 ２ 役員賞与 24 2,623 24 4,789

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

100,378 104,133



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,319 7,014 104,133 △90 117,377 

当中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 23 23 47 

 剰余金の配当 △3,034 △3,034

 中間純利益 7,747 7,747 

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 0 0 0 

 株主資本以外の項目の当中間連  
 結会計期間中の変動額(純額)

─

当中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

23 24 4,713 △4 4,756 

平成18年９月30日残高(百万円) 6,343 7,038 108,846 △94 122,133 

項目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,995 ─ △2,735 1,260 ─ 118,637 

当中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 47 

 剰余金の配当 △3,034

 中間純利益 7,747 

 自己株式の取得 △ 5

 自己株式の処分 0 

 株主資本以外の項目の当中間連 
 結会計期間中の変動額(純額)

647 △1 704 1,351 59 1,410 

当中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

647 △1 704 1,351 59 6,167 

平成18年９月30日残高(百万円) 4,643 △1 △2,030 2,611 59 124,804 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間 

   (当期)純利益
11,232 12,471 20,341

 ２ 減価償却費 2,354 2,323 4,824

 ３ 減損損失 909 ─ 909

 ４ 退職給付引当金の増加額 

   (又は減少額(△))
308 63 △ 212

 ５ 受取利息及び受取配当金 △139 △ 200 △ 261

 ６ 支払利息 41 34 93

 ７ 売上債権の減少額 

   (又は増加額(△))
347 △ 2,904 1,407

 ８ たな卸資産の減少額 

   （又は増加額(△))
514 1,125 △ 18

 ９ 仕入債務の減少額 △879 △ 629 △ 495

 10 その他 △418 △ 1,828 496

   小計 14,270 10,455 27,085

 11 利息及び配当金の受取額 133 199 265

 12 利息の支払額 △42 △ 34 △ 95

 13 保険満期受取金収入 60 82 129

 14 法人税等の支払額 △3,320 △ 4,835 △ 6,507

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
11,101 5,866 20,878

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金等の預入による支出 △407 △ 263 △ 803

 ２ 定期預金等の払戻による収入 279 107 1,041

 ３ 有価証券の売却による収入 499 ─ 504

 ４ 固定資産の取得による支出 △961 △ 1,768 △ 2,106

 ５ 固定資産の売却による収入 0 599 29

 ６ 投資有価証券の 

   取得による支出
△3 △ 596 △ 57

 ７ 投資有価証券の 

   売却による収入
20 ─ 20

 ８ その他 1 △ 10 41

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△571 △ 1,932 △ 1,330

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △134 △ 84 △ 1,268

 ２ 配当金の支払額 △2,594 △ 3,031 △ 4,759

 ３ その他 43 43 127

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△2,684 △ 3,072 △ 5,900

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
22 176 75

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  増加額(又は減少額(△))
7,867 1,037 13,723

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 32,380 46,104 32,380

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
40,248 47,142 46,104



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

全ての子会社(12社)を連結

しています。主要な子会社

名はサンテン・ホールディ

ングス・ユーエス・イン

ク、サンテン・インク、サ

ンテン・オイおよび参天物

流㈱です。

全ての子会社(13社)を連結

しています。主要な子会社

名はサンテン・ホールディ

ングス・ユーエス・イン

ク、サンテン・インク、サ

ンテン・オイおよび参天製

薬（中国）有限公司です。 

なお、参天物流㈱につきま

しては、現在清算手続中で

す。

全ての子会社(13社)を連結

しています。子会社名は

「第１ 企業の概況 ４ 

関係会社の状況」に記載の

とおりです。 

なお、会社設立に伴い、当

連結会計年度より参天製薬

(中国)有限公司を連結の範

囲に加えています。

２ 持分法の適用に関

する事項

――― ――― ―――

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、サンテ

ン・オイ、サンテンファー

マ・エービー、サンテン・

ゲーエムベーハー、台湾参

天製薬股份有限公司および

韓国参天製薬㈱の中間決算

日は、平成17年８月31日で

あり、中間連結決算日との

差は３ヵ月以内であるた

め、当該連結子会社の中間

財務諸表を基礎として連結

を行っています。ただし、

平成17年９月１日から中間

連結決算日平成17年９月30

日までの期間に発生した重

要な取引については、連結

上必要な調整を行っていま

す。

連結子会社のうち、サンテ

ン・オイ、サンテンファー

マ・エービー、サンテン・

ゲーエムベーハー、台湾参

天製薬股份有限公司および

韓国参天製薬㈱の中間決算

日は、平成18年８月31日で

あり、また、参天製薬（中

国）有限公司の決算日は、

平成18年６月30日となって

います。中間連結決算日と

の差は３ヵ月以内であるた

め、当該連結子会社の中間

財務諸表を基礎として連結

を行っています。ただし、

各連結子会社の決算日から

中間連結決算日平成18年９

月30日までの期間に発生し

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

います。

連結子会社のうち、サンテ

ン・オイ、サンテンファー

マ・エービー、サンテン・

ゲーエムベーハー、台湾参

天製薬股份有限公司および

韓国参天製薬㈱の決算日

は、平成18年２月28日であ

り、また、参天製薬（中

国）有限公司の決算日は、

平成17年12月31日となって

います。連結決算日との差

は３ヵ月以内であるため、

当該連結子会社の財務諸表

を基礎として連結を行って

います。ただし、各連結子

会社の決算日から連結決算

日平成18年３月31日までの

期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っています。



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

 

 

① 有価証券

 次の方法により評価して

います。

 満期保有目的の債券

 …償却原価法

 その他有価証券

 時価のあるもの

 …中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

  (評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

 時価のないもの

 …移動平均法による原価

法

  なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっていま

す。

  (表示方法の変更)

  「証券取引法等の一部

を改正する法律」(平

成16年法律第97号)が

平成16年６月９日に公

布され、平成16年12月

１日より適用となるこ

とおよび「金融商品会

計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告

第14号)が平成17年２

月15日付で改正された

ことに伴い、当中間連

結会計期間から投資事

業有限責任組合および

それに類する組合への

出資(証券取引法第２

条第２項により有価証

券とみなされるもの)

を投資有価証券として

表示する方法に変更し

ました。

  なお、当中間連結会計

期間の投資有価証券に

含まれる当該出資の額

は、619百万円です。

 

 

① 有価証券

 次の方法により評価して

います。

 満期保有目的の債券

 …償却原価法

 その他有価証券

 時価のあるもの

 …中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

  (評価差額は、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

 時価のないもの

 …移動平均法による原価

法

  なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっていま

す。

 

 

① 有価証券

 次の方法により評価して

います。

 満期保有目的の債券

 …償却原価法

 その他有価証券

 時価のあるもの

 …連結決算日の市場価格

等に基づく時価法

  (評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定)

 時価のないもの

 …移動平均法による原価

法

  なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっていま

す。



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

② デリバティブ

 時価法により評価してい

ます。

② デリバティブ

同左

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

 主に総平均法による原価

法により評価していま

す。

③ たな卸資産

同左

③ たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

有形固定資産

 …定率法(在外子会社に

ついては定額法)

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した親会

社および国内子会社の

建物(建物付属設備を

除く)については、定

額法によっています。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりです。

建物
及び構築物

31～50年

機械装置 
及び運搬具

７年

その他 ４～10年

有形固定資産

 …   同左

有形固定資産

 …   同左

無形固定資産

 …定額法

なお、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法によっていま

す。

無形固定資産

 …   同左

無形固定資産

 …   同左

長期前払費用 

 …均等償却

長期前払費用 

 …   同左

長期前払費用 

 …   同左

 (3)  重要な繰延資 

産の処理方法

─── 一部の連結子会社において

は、開業費を繰延資産に計

上しています。

          同左

 (4) 重要な引当金の

計上基準

貸倒引当金

 …売上債権等の貸倒れに

よる損失に備えるため

引当てたもので、一般

債権については貸倒実

績率により計上し、貸

倒懸念債権等特定の債

権については、回収可

能性の検討を行ったう

え個別見積額を計上し

ています。

貸倒引当金

 …   同左

貸倒引当金

 …   同左

賞与引当金

 …従業員の賞与支給に備

えるため引当てたもの

で、支給対象期間に基

づく賞与支給見込額を

計上しています。

賞与引当金

 …   同左

賞与引当金 

 …   同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

返品調整引当金

 …返品損失に備えるため

引当てたもので、当中

間連結会計期間末の売

上債権を基礎として、

返品見込額に対する売

買利益および廃棄損失

の見積額を計上してい

ます。

返品調整引当金

 …   同左

返品調整引当金

 …返品損失に備えるため

引当てたもので、当連

結会計年度末の売上債

権を基礎として、返品

見込額に対する売買利

益および廃棄損失の見

積額を計上していま

す。

退職給付引当金

 …(親会社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、当連結会計年度末

における退職給付債務

および年金資産の見込

額に基づき、当中間連

結会計期間末において

発生していると認めら

れる額を計上していま

す。なお、数理計算上

の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務期間による均等額

を、それぞれ発生の連

結会計年度から費用処

理しています。また、

過去勤務債務について

は、発生額を発生年度

において費用処理して

います。

退職給付引当金

 …(親会社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、当連結会計年度末

における退職給付債務

および年金資産の見込

額に基づき、当中間連

結会計期間末において

発生していると認めら

れる額を計上していま

す。なお、数理計算上

の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務期間による均等額

を、それぞれ発生の連

結会計年度から費用処

理しています。

退職給付引当金

 …(親会社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、当連結会計年度末

における退職給付債務

および年金資産の見込

額に基づき、当連結会

計年度末において発生

していると認められる

額を計上しています。

なお、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間による均等額を、そ

れぞれ発生の連結会計

年度から費用処理して

います。また、過去勤

務債務については、発

生額を発生年度におい

て費用処理していま

す。

  (在外子会社１社およ

び国内子会社３社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、当中間連結会計期

間末 の要支給額の

100％を計上していま

す。

  (在外子会社１社およ

び国内子会社２社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、当中間連結会計期

間末 の要支給額の

100％を計上していま

す。

  (在外子会社１社およ

び国内子会社２社)

  従業員の退職給付に備

えるため引当てたもの

で、期末要支給額の

100％を計上していま

す。



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

役員退職慰労引当金

 …親会社が役員の退職慰

労金支給に備えるため

引当てたもので、内規

に基づく当中間連結会

計期間末の要支給額の

100％を計上していま

す。

役員退職慰労引当金

 …   同左

役員退職慰労引当金

 …親会社が役員の退職慰

労金支給に備えるため

引当てたものです。

① 繰入方法

  内規に基づく前連結会

計年度末と当連結会計

年度末の退職慰労金要

支給額差額

② 取崩方法

  退任者の前連結会計年

度末の退職慰労金要支

給額

③ 残高

  当連結会計年度末の退

職慰労金要支給額に対

して100％を計上して

います。

 (5) 重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算の基準

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会

社等の資産および負債は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均

相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含め

ています。

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ています。なお、在外子会

社等の資産および負債は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均

相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含

めています。

外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してい

ます。なお、在外子会社等

の資産および負債は、連結

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換

算調整勘定に含めていま

す。

 (6) 重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

ます。

同左 同左

 (7) 重要なヘッジ会

計の方法

① ヘッジ会計の方法

 主として繰延ヘッジ処理

を採用しています。な

お、為替予約等の振当処

理の要件を満たすものに

ついては、振当処理を行

っています。また、金利

スワップの特例処理の要

件を満たすものについて

は、金利スワップの特例

処理を採用しています。

① ヘッジ会計の方法

同左

① ヘッジ会計の方法

同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ・ヘッジ手段

  …為替予約取引、金利

スワップ取引および

通貨金利スワップ取

引

 ・ヘッジ対象

  …投資有価証券、長期

借入金および外貨建

予定取引

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

③ ヘッジ方針

 主として資産・負債に係

る為替変動、金利変動お

よび株価変動リスクを回

避するために、デリバテ

ィブ取引を利用していま

す。なお、投機目的によ

るデリバティブ取引は行

わない方針です。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計と

を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断して

います。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

 (8) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、要求払預金および

取得日から３ヵ月以内に満

期の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期投資からなってい

ます。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、要求払預金および取得

日から３ヵ月以内に満期の

到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短

期投資からなっています。



 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

            ──── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しています。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は124,746百万円で

す。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成していま

す。 

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

 当中間連結会計期間から、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

および「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年

５月31日 企業会計基準適用指針第

11号）を適用しています。 

 これにより、営業利益、経常利益

および税金等調整前中間純利益が59

百万円減少しています。

            ────



表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間連結損益計算書)

１ 前中間連結会計期間において、区分掲記していま

した「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、「その他」に含めて表示

することとしました。なお、当中間連結会計期間

の「受取賃貸料」は９百万円です。

２ 前中間連結会計期間において、区分掲記していま

した「保険満期受取金」は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、「その他」に含めて

表示することとしました。なお、当中間連結会計

期間の「保険満期受取金」は34百万円です。

（中間連結損益計算書） 

当中間連結会計期間より、連結調整勘定償却額お

よび営業権償却額を「のれん償却費」として表示

しています。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 減価償却累計額には、減損損

失累計額を含めて表示してい

ます。

 ２        ────

 

※１ 減価償却累計額には、減損損

失累計額を含めて表示してい

ます。

 ２  当社は、取引金融機関７社と

コミットメントライン（特定

融資枠）契約を結んでいま

す。 

 

コミットメントライン（特定

融資枠）契約の総額 

       16,000百万円 

借入実行残高 

         ─百万円 

 

※１ 減価償却累計額には、減損損

失累計額を含めて表示してい

ます。

 ２  当社は、取引金融機関７社と

コミットメントライン（特定

融資枠）契約を結んでいま

す。 

 

コミットメントライン（特定

融資枠）契約の総額 

       16,000百万円 

借入実行残高 

         ─百万円 

 

 ３ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金に対し、539百万円の債務

保証を行っています。

 ３ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金に対し、434百万円の債務

保証を行っています。

 ３ 偶発債務

従業員の金融機関からの借入

金に対し、510百万円の債務

保証を行っています。

 ４ 輸出手形割引高は11百万円で

す。 

 

※５     ───

 ４ 輸出手形割引高は１百万円で

す。 

 

※５ 受取手形は手形交換日をもっ

て決済しています。 

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

末日決済予定の売上債権が中

間連結会計期末残高に含まれ

ています。 

 受取手形     93百万円

 ４ 輸出手形割引高は１百万円で

す。 

 

※５     ───



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。

給料及び手当 3,052百万円

賞与引当金 
繰入額

1,285百万円

退職給付費用 317百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

50百万円

技術研究費 5,971百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。

給料及び手当 3,168百万円

賞与引当金
繰入額

1,257百万円

退職給付費用 374百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

41百万円

技術研究費 6,332百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりです。

給料及び手当 7,368百万円

賞与引当金
繰入額

1,396百万円

退職給付費用 644百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

60百万円

技術研究費 13,971百万円

※２     ――― ※２ 固定資産処分益の主なものは

つぎのとおりです。   

土地 241百万円

建物 ８百万円

※２ 固定資産処分益の主なものは

次のとおりです。

土地 １百万円

無形固定資産 ０百万円

 

※３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりです。

工具・器具 
及び備品

29百万円

 

※３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりです。

工具・器具
及び備品

９百万円

※３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりです。

建物 37百万円

機械装置 27百万円

工具・器具
及び備品

36百万円

ソフトウェア １百万円



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 

※４ 減損損失

当中間連結会計期間におい

て、減損損失909百万円を特

別損失に計上しています。減

損損失を認識した主な資産は

以下のとおりです。

用途 種類 場所

物流
事業用
不動産

土地及び
建物等

滋賀県
坂田郡
近江町

(注) 近江町は平成17年10月

１日に米原市と合併し

ています。

(減損損失を認識するに至っ

た経緯)

物流事業用不動産について

は、西日本地区の物流業務の

アウトソーシングを決定した

ことにより、今後の使用が見

込まれないため、減損損失を

認識しました。

(減損損失の金額)

種類
金額

(百万円)

土地 433

建物 350

その他 126

計 909

(回収可能価額の算定方法)

物流事業用不動産については

正味売却価額を使用し、不動

産鑑定評価額に基づき評価し

ています。

※４    ────

 

 

※４ 減損損失

当中間連結会計期間におい

て、減損損失909百万円を特

別損失に計上しています。

減損損失を認識した資産のう

ち主な資産は以下のとおりで

す。

用途 種類 場所

物流
事業用
不動産

土地及び
建物等

滋賀県
坂田郡
近江町

(注) 近江町は平成17年10月

１日に米原市と合併し

ています。

(減損損失を認識するに至っ

た経緯)

物流事業用不動産について

は、西日本地区の物流業務の

アウトソーシングを決定した

ことにより、今後の使用が見

込まれないため、減損損失を

認識しました。

(減損損失の金額)

種類
金額

(百万円)

土地 433

建物 350

その他 126

計 909

(回収可能価額の算定方法)

物流事業用不動産について

は、正味売却価額を使用し、

不動産鑑定評価額に基づき評

価しています。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

  ストック・オプションの行使による増加  30千株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,809株 

減少数の主な内訳は、次のとおりです。 

 単元未満株式の買増請求に応じたことによる減少   193株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

   ２．新株引受権および新株予約権の減少は、権利行使によるものです。 

   ３．平成18年新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものです。 

   ４．平成10年から平成16年の新株引受権および新株予約権は、すべて権利行使可能なものです。 

   ５．平成17年、平成18年の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 86,751 30 ─ 86,781

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 45,090 1,809 193 46,706

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末
残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社 
(親会社)

平成10年新株引受権 普通株式 27,000 ― 3,000 24,000

― 
 

(注 １)

平成11年新株引受権 普通株式 57,300 ― 300 57,000

平成12年新株引受権 普通株式 58,000 ― 3,000 55,000

平成13年新株引受権 普通株式 42,600 ― 3,000 39,600

平成14年新株予約権 普通株式 53,700 ― 4,700 49,000

平成15年新株予約権 普通株式 95,000 ― 11,700 83,300

平成16年新株予約権 普通株式 78,200 ― 4,300 73,900

平成17年新株予約権 普通株式 129,200 ― ― 129,200

平成18年新株予約権 普通株式 ― 102,700 ― 102,700 59

合計 ― 541,000 102,700 30,000 613,700 59



  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 3,034 35.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月１日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 2,602 30.00 平成18年９月30日 平成18年11月30日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係は次のとお

りです。

現金及び預金勘定 30,221百万円

預入期間が 
３ヵ月を超える 
定期預金等

△556百万円

償還期間が 
３ヵ月以内の短期 
投資(有価証券)

10,383百万円

償還期間が 
３ヵ月以内の 
債権信託受益権

200百万円

現金及び 
現金同等物

40,248百万円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係は次のとお

りです。

現金及び預金勘定 32,777百万円

預入期間が 
３ヵ月を超える 
定期預金等

△341百万円

償還期間が 
３ヵ月以内の短期
投資(有価証券)

14,206百万円

償還期間が 
３ヵ月以内の 
債権信託受益権

500百万円

現金及び 
現金同等物

47,142百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係は次のとおりです。

 

現金及び預金勘定 34,583百万円

預入期間が
３ヵ月を超える 
定期預金等

△180百万円

償還期間が
３ヵ月以内の短期
投資(有価証券)

11,201百万円

償還期間が
３ヵ月以内の 
債権信託受益権

500百万円

現金及び
現金同等物

46,104百万円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具・ 
器具及び
備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

14,236 556 14,792

減価償却 
累計額 
相当額

11,087 264 11,351

中間期末 
残高 
相当額

3,148 292 3,440

 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他
(工具・
器具及び
備品) 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

14,236 578 14,815

減価償却 
累計額 
相当額

11,903 331 12,235

中間期末 
残高 
相当額

2,332 247 2,580
 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

その他 
(工具・ 
器具及び
備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

14,236 514 14,750

減価償却
累計額 
相当額

11,498 287 11,785

期末残高
相当額

2,738 227 2,965

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 951百万円

１年超 2,588百万円

合計 3,540百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 960百万円

１年超 1,727百万円

合計 2,687百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 947百万円

１年超 2,122百万円

合計 3,070百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 522百万円

減価償却費 
相当額

484百万円

支払利息相当額 32百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 510百万円

減価償却費
相当額

478百万円

支払利息相当額 25百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,035百万円

減価償却費
相当額

969百万円

支払利息相当額 60百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっています。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ています。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 52百万円

１年超 81百万円

合計 133百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 64百万円

１年超 63百万円

合計 128百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 107百万円

１年超 97百万円

合計 205百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 1,000 1,013 13

(3) その他 ― ― ―

合計 1,000 1,013 13

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 8,792 13,694 4,902

(2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 8,792 13,694 4,902

中間連結貸借対照表計上額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

   国債・地方債等 2,999

   貸付信託の受益証券 5

   コマーシャル・ペーパー 5,499

計 8,504

(2) その他有価証券

   非上場株式 422

   ＭＭＦ 1,541

   外貨建ＭＭＦ 342

   投資事業有限責任組合への出資 619

計 2,926



当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 国債・地方債等 ─ ─ ─

(2) 社債 1,000 1,004 4

(3) その他 ─ ─ ─

合計 1,000 1,004 4

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 9,392 17,125 7,733

(2) 債券

    国債・地方債等 ─ ─ ─

    社債 ─ ─ ─

    その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

合計 9,392 17,125 7,733

中間連結貸借対照表計上額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

   国債・地方債等 5,998

   コマーシャル・ペーパー 6,297

計 12,295

(2) その他有価証券

   非上場株式 473

   ＭＭＦ 1,542

   外貨建ＭＭＦ 367

   投資事業有限責任組合への出資 799

計 3,184



次へ 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

(1) 国債・地方債等 ― ― ―

(2) 社債 1,000 1,009 9

(3) その他 ― ― ―

合計 1,000 1,009 9

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 8,795 15,442 6,647

(2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 8,795 15,442 6,647

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  国債・地方債等 2,999

  コマーシャル・ペーパー 6,299

計 9,299

(2) その他有価証券

  非上場株式 473

  ＭＭＦ 1,541

  外貨建ＭＭＦ 360

  投資事業有限責任組合への出資 799

計 3,175



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費     59百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 付与対象者の区分及び人数
当社取締役        ７名
 当社執行役員        ８名

 ストック・オプションの付与数 (注) 普通株式 102,700株

 付与日 平成18年７月４日

 権利確定条件 該当事項なし

 対象勤務期間 該当事項なし

 権利行使期間 平成20年６月28日～平成28年６月24日

 権利行使価格（円） 2,715

 付与日における公正な評価単価（円） 579.05

 (注) 株式数に換算して記載しています。



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「医薬品の製造・販売を中心とする医薬

品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略していま

す。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計および営業利益の合計額に占める「医薬品の製造・販売を中心とする医薬

品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略していま

す。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品の

製造・販売を中心とする医薬品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しています。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) 欧州………………フィンランド、ドイツ、スウェーデン 

(2) その他の地域……アメリカ、台湾、韓国 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,051百万円であり、その主なも

のは本社管理費等です。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) 欧州………………フィンランド、ドイツ、スウェーデン 

(2) その他の地域……アメリカ、中国、韓国、台湾 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、743百万円であり、その主なもの

は本社管理費等です。 

  

日本 
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

45,797 3,782 206 49,785 ― 49,785

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

451 843 1,400 2,695 (2,695) ―

計 46,248 4,626 1,606 52,480 (2,695) 49,785

  営業費用 33,193 4,350 1,843 39,388 (1,684) 37,703

  営業利益(又は営業損失 
  (△))

13,054 275 △237 13,092 (1,010) 12,081

日本 
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

46,421 4,622 336 51,380 ─ 51,380

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

642 873 1,251 2,768 (2,768) ─

計 47,064 5,495 1,588 54,148 (2,768) 51,380

  営業費用 34,606 4,895 1,845 41,347 (2,072) 39,275

  営業利益(又は営業損失 
  (△))

12,458 600 △257 12,801 (695) 12,105



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

 (1) 欧州………………フィンランド、ドイツ、スウェーデン 

 (2) その他の地域……アメリカ、韓国、台湾 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,936百万円であり、その主なも

のは本社管理費等です。 

  

日本 
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

89,881 8,155 360 98,397 ― 98,397

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

985 1,988 2,859 5,833 (5,833) ―

計 90,867 10,143 3,219 104,231 (5,833) 98,397

  営業費用 68,244 9,192 3,927 81,364 (3,961) 77,402

  営業利益(又は営業損失 
  (△))

22,623 951 △708 22,866 (1,871) 20,995



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 欧州………………フィンランド、ロシア、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー 

(2) 北米………………アメリカ、カナダ 

(3) その他の地域……アジア諸国 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 欧州………………フィンランド、ロシア、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー 

(2) 北米………………アメリカ、カナダ 

(3) その他の地域……アジア諸国 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

 (1) 欧州………………フィンランド、ロシア、スウェーデン、ドイツ、ノルウェー 

 (2) 北米………………アメリカ、カナダ 

 (3) その他の地域……アジア諸国 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,045 695 2,009 5,751

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 49,785

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

6.1 1.4 4.1 11.6

欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,379 1,193 2,678 7,251

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 51,380

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

6.6 2.3 5.2 14.1

欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,089 1,915 3,608 11,613

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 98,397

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.2 1.9 3.7 11.8



(１株当たり情報) 

  

 
(注)１．１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりです。 

 
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 1,310円69銭 １株当たり純資産額 1,438円24銭 １株当たり純資産額 1,368円27銭

１株当たり中間純利益 81円96銭 １株当たり中間純利益 89円34銭 １株当たり当期純利益 150円26銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

81円83銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

89円20銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

150円01銭

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純
利益

中間(当期)純利益(百万
円)

7,100 7,747 13,022

普通株主に帰属しない金
額(百万円)

― ─ ―

普通株式に係る中間(当
期)純利益(百万円)

7,100 7,747 13,022

普通株式の期中平均株式
数(千株)

86,635 86,719 86,662

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額
(百万円)

― ─ ―

普通株式増加数(千株) 134 142 146

(うち新株引受権(千株)) (16) (25) (24)

(うち新株予約権(千株)) (117) (117) (121)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益

の算定に含めなかった潜

在株式の概要

旧商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引受権

60,000株です。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の

状況 １ 株式等の状況

(2) 新株予約権等の状

況」に記載しています。

――― ―――

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（百
万円）

─ 124,804 ─

純資産の部の合計額から
控除する金額(百万円）

─ 59 ─

（うち新株予約権(百万
円)）

─ (59) ─

普通株式に係る純資産額
（百万円）

─ 124,744 ─

１株当たり純資産額の算
定に用いられた普通株式
の数（千株）

─ 86,734 ─



  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 28,259 29,303 31,655 

 ２ 受取手形 ※７ 468 1,032 287 

 ３ 売掛金 33,630 34,864 32,734 

 ４ 有価証券 10,388 15,206 11,201 

 ５ たな卸資産 7,822 7,497 8,613 

 ６ その他 4,138 3,157 3,511 

   貸倒引当金 △4 △0 △0

    流動資産合計 84,704 57.0 91,061 58.1 88,004 57.4 

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※３ 15,119 13,863 14,504 

  ２ 機械及び装置 978 1,004 1,052 

  ３ 土地 8,794 8,555 8,786 

  ４ 建設仮勘定 297 589 269 

  ５ その他 1,946 1,897 1,876 

     有形固定資産 
     合計

※１ 27,135 25,910 26,489 

 (2) 無形固定資産 1,873 1,949 1,961 

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 28,878 32,657 31,078 

  ２ その他 6,089 5,211 5,766 

     投資その他の 
     資産合計

34,967 37,868 36,845 

     固定資産合計 63,976 43.0 65,729 41.9 65,296 42.6 

  資産合計 148,681 100.0 156,791 100.0 153,300 100.0



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 4,813 4,703 5,115 

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

768 168 168 

 ３ 未払金 8,649 8,581 9,672 

 ４ 未払法人税等 4,694 4,560 4,910 

 ５ 賞与引当金 2,037 1,904 1,988 

 ６ 返品調整引当金 112 73 81 

 ７ その他 ※６ 638 592 637 

    流動負債合計 21,714 14.6 20,583 13.1 22,573 14.7 

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 5,980 5,362 5,446 

 ２ 退職給付引当金 1,582 1,299 1,057 

 ３ 役員退職慰労引当金 453 504 462 

 ４ 繰延税金負債 ─ 212 ─

 ５ 預り保証金 273 0 265 

    固定負債合計 8,289 5.6 7,378 4.7 7,231 4.7 

    負債合計 30,003 20.2 27,961 17.8 29,804 19.4 

(資本の部)

Ⅰ 資本金 6,272 4.2 ― ― 6,319 4.1 

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 6,966 ― 7,013 

 ２ その他資本剰余金

   自己株式処分差益 0 ― 0

    資本剰余金合計 6,967 4.7 ― ― 7,014 4.6 

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 1,551 ― 1,551 

 ２ 任意積立金 89,782 ― 89,782 

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

11,261 ― 14,922 

    利益剰余金合計 102,595 69.0 ― ― 106,256 69.3 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,922 2.0 ― ― 3,995 2.6 

Ⅴ 自己株式 △79 △0.1 ― ― △90 △0.0

    資本合計 118,677 79.8 ― ― 123,495 80.6 

  負債資本合計 148,681 100.0 ― ― 153,300 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 6,343 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 7,037 ―

  (2) その他資本剰余金

    自己株式処分差益 ― 0 ―

   資本剰余金合計 ― 7,038 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 1,551 ―

  (2) その他利益剰余金

    退職給与積立金 ― 372 ―

    特別償却準備金 ― 294 ―

    別途積立金 ― 89,109 ―

    繰越利益剰余金 ― 19,513 ―

    利益剰余金合計 ― 110,841 ―

 ４ 自己株式 ― △94 ―

    株主資本合計 ― ─ 124,127 79.2 ― ─

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 4,643 ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― △1 ―

    評価・換算差額等 
    合計

― ─ 4,642 3.0 ― ─

Ⅲ 新株予約権 ― ─ 59 0.0 ― ─

    純資産合計 ― ─ 128,829 82.2 ― ─

  負債純資産合計 ― ― 156,791 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 46,234 100.0 47,050 100.0 90,840 100.0

Ⅱ 売上原価 15,673 33.9 16,015 34.0 30,798 33.9 

   売上総利益 30,560 66.1 31,034 66.0 60,042 66.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,587 40.2 19,322 41.1 39,397 43.4 

   営業利益 11,972 25.9 11,712 24.9 20,644 22.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 394 0.8 468 1.0 888 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 48 0.1 43 0.1 156 0.2 

   経常利益 12,318 26.6 12,137 25.8 21,376 23.5 

Ⅵ 特別利益 14 0.0 250 0.5 41 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４ 940 2.0 66 0.1 1,035 1.1 

   税引前中間 
   (当期)純利益

11,392 24.6 12,321 26.2 20,382 22.4 

   法人税、住民税 
   及び事業税

4,604 4,481 7,987 

   法人税等調整額 △503 4,101 8.8 220 4,702 10.0 △723 7,263 8.0 

   中間(当期)純利益 7,291 15.8 7,619 16.2 13,118 14.4

   前期繰越利益 3,970 ― 3,970 

   中間配当額 ― ― 2,166 

   中間(当期) 
   未処分利益

11,261 ─ 14,922 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余金

資本剰余金合計
自己株式処分差益

平成18年３月31日残高(百万円) 6,319 7,013 0 7,014

当中間会計期間中の変動額

 新株の発行 23 23 23

 剰余金の配当

 特別償却準備金の取崩

 特別償却準備金の積立

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の当中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

23 23 0 24

平成18年９月30日残高(百万円) 6,343 7,037 0 7,038

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計退職給与 

積立金
特別償却

準備金

別途 

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,551 372 301 89,109 14,922 106,256 △90 119,499 

当中間会計期間中の変動額

 新株の発行 47 

 剰余金の配当 △3,034 △3,034 △3,034

 特別償却準備金の取崩 △100 100 ─

 特別償却準備金の積立 93 △ 93 ─

 中間純利益 7,619 7,619 7,619 

 自己株式の取得 △ 5 △ 5

 自己株式の処分 0 0 

 株主資本以外の項目の当中間 
 会計期間中の変動額(純額)

─

当中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △7 ─ 4,591 4,584 △4 4,627 

平成18年９月30日残高(百万円) 1,551 372 294 89,109 19,513 110,841 △94 124,127 



  

 
  

項目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,995 ─ 3,995 ─ 123,495

当中間会計期間中の変動額

 新株の発行 47

 剰余金の配当 △3,034

 特別償却準備金の取崩 ─

 特別償却準備金の積立 ─

 中間純利益 7,619

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の当中間 
 会計期間中の変動額(純額)

647 △1 646 59 705

当中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

647 △1 646 59 5,333

平成18年９月30日残高(百万円) 4,643 △1 4,642 59 128,829



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

 (1) 有価証券

   評価基準及び評

価方法

① 満期保有目的の債券

  …償却原価法

① 満期保有目的の債券

…償却原価法

① 満期保有目的の債券

  …償却原価法

② 子会社株式および関連

会社株式

  …移動平均法による原

価法

② 子会社株式および関連

会社株式

  …移動平均法による原

価法

② 子会社株式および関連

会社株式

  …移動平均法による原

価法

③ その他有価証券

  時価のあるもの

  …中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法

   (評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は、

移動平均法により算

定)

  時価のないもの

  …移動平均法による原

価法

   なお、投資事業有限

責任組合およびそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

います。

③ その他有価証券

  時価のあるもの

  …中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法

   (評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定)

  時価のないもの

  …移動平均法による原

価法

   なお、投資事業有限

責任組合およびそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

います。

③ その他有価証券

  時価のあるもの

  …決算末日の市場価格

等に基づく時価法

   (評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は、

移動平均法により算

定)

  時価のないもの

  …移動平均法による原

価法

   なお、投資事業有限

責任組合およびそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)については、組

合契約に規定される

決算報告日に応じて

入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取

り込む方法によって

います。



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(表示方法の変更)

   「証券取引法等の一

部を改正する法律」

(平成16年法律第97

号)が平成16年６月

９日に公布され、平

成16年12月１日より

適用となることおよ

び「金融商品会計に

関する実務指針」

(会計制度委員会報

告第14号)が平成17

年２月15日付で改正

されたことに伴い、

当中間会計期間から

投資事業有限責任組

合およびそれに類す

る組合への出資(証

券取引法第２条第２

項により有価証券と

みなされるもの)を

投資有価証券として

表示する方法に変更

しました。

   なお、当中間会計期

間の投資有価証券に

含まれる当該出資の

額は、619百万円で

す。

 (2) デリバティブ 時価法 同左 同左

 (3) たな卸資産

  イ 評価基準 原価法 同左 同左

  ロ 評価方法 総平均法 同左 同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

  有形固定資産

 

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物付

属設備を除く)について

は、定額法によっていま

す。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。

建物 31～50年

機械及び装置 ７年

その他 ４～10年

同左 定率法

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物付

属設備を除く)について

は、定額法によっていま

す。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりです。

建物 31～50年

機械及び装置 ７年

車両及び運搬具 ４～６年

工具・器具及び 
備品

２～10年



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  無形固定資産 定額法 

なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ています。

同左 同左

  長期前払費用 均等償却 同左 同左

３ 引当金の計上基準

  貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる

損失に備えるため引当てた

もので、一般債権について

は貸倒実績率により計上

し、貸倒懸念債権等特定の

債権については、回収可能

性の検討を行ったうえ個別

見積額を計上しています。

同左 同左

  賞与引当金 従業員の賞与支給に備える

ため引当てたもので、支給

対象期間に基づく賞与支給

見込額を計上しています。

同左 同左

  返品調整引当金 返品損失に備えるため引当

てたもので、当中間会計期

間末売上債権を基礎とし

て、返品見込額に対する売

買利益及び廃棄損失の見積

額を計上しています。

同左 返品損失に備えるため引当

てたもので、期末売上債権

を基礎として、返品見込額

に対する売買利益および廃

棄損失の見積額を計上して

います。

  退職給付引当金 従業員の退職給付に備える

ため引当てたもので、当事

業年度末における退職給付

債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期

間末において発生している

と認められる額を計上して

います。なお、数理計算上

の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間に

よる均等額を、それぞれ発

生の事業年度から費用処理

しています。また、過去勤

務債務については、発生額

を発生年度において費用処

理しています。

従業員の退職給付に備える

ため引当てたもので、当事

業年度末における退職給付

債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期

間末において発生している

と認められる額を計上して

います。なお、数理計算上

の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間に

よる均等額を、それぞれ発

生の事業年度から費用処理

しています。

従業員の退職給付に備える

ため引当てたもので、当事

業年度末における退職給付

債務および年金資産の見込

額に基づき、当期末におい

て発生していると認められ

る額を計上しています。な

お、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均

残存勤務期間による均等額

を、それぞれ発生の事業年

度から費用処理していま

す。また、過去勤務債務に

ついては、発生額を発生年

度において費用処理してい

ます。



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

  役員退職慰労引当

金

役員の退職慰労金支給に備

えるため引当てたもので、

内規に基づく当中間会計期

間末要支給額の100％を計

上しています。

同左 役員の退職慰労金支給に備

えるため引当てたもので

す。

① 繰入方法

  内規に基づく前期末と

当期末の退職慰労金要

支給額差額

② 取崩方法

  退任者の前期末退職慰

労金要支給額

③ 残高

  期末退職慰労金要支給

額に対して100％を計

上しています。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してい

ます。

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物相場により円貨

に換算し、換算差額は損益

として処理しています。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

ます。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  主として繰延ヘッジ処

理を採用しています。

なお、為替予約等の振

当処理の要件を満たす

ものについては、振当

処理を行っています。

また、金利スワップの

特例処理の要件を満た

すものについては、金

利スワップの特例処理

を採用しています。

① ヘッジ会計の方法

同左

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ・ヘッジ手段

  …為替予約取引、金利

スワップ取引および

通貨金利スワップ取

引

 ・ヘッジ対象

  …投資有価証券、長期

借入金および外貨建

予定取引

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左



 
  
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

③ ヘッジ方針

  主として、資産・負債

に係る為替変動、金利

変動および株価変動リ

スクを回避するため

に、デリバティブ取引

を利用しています。な

お、投機目的によるデ

リバティブ取引は行わ

ない方針です。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累

計とを比較し、両者の

変動額等を基礎にして

判断しています。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

④ ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

  消費税等の会計処

理

消費税および地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っています。

同左 同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

─── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しています。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は128,771百万円で

す。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しています。 

 

（ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

 当中間会計期間から、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

および「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年

５月31日 企業会計基準適用指針第

11号）を適用しています。 

 これにより、営業利益、経常利益

および税引前中間純利益が59百万円

減少しています。

───



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額(減損損失累計額を含む)

37,015百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額(減損損失累計額を含む)

36,042百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額(減損損失累計額を含む)

37,309百万円

 ２      ─── 

 

 ２  当社は、取引金融機関７社と

コミットメントライン（特定

融資枠）契約を結んでいま

す。 

 

コミットメントライン（特定

融資枠）契約の総額 

       16,000百万円 

借入実行残高 

         ─百万円 

 

 ２  当社は、取引金融機関７社と

コミットメントライン（特定

融資枠）契約を結んでいま

す。 

 

コミットメントライン（特定

融資枠）契約の総額 

       16,000百万円 

借入実行残高 

         ─百万円 

 

※３ 過年度に取得した建物の取得

原価から圧縮記帳額16百万円

が控除されています。

※３ 過年度に取得した建物の取得

原価から圧縮記帳額16百万円

が控除されています。

※３ 過年度に取得した建物の取得

原価から圧縮記帳額16百万円

が控除されています。

 ４ 偶発債務

   従業員の金融機関からの借入

金に対し、539百万円の債務

保証を行っています。

 ４ 偶発債務

   従業員の金融機関からの借入

金に対し、434百万円の債務

保証を行っています。

 ４ 偶発債務

   従業員の金融機関からの借入

金に対し、510百万円の債務

保証を行っています。

 ５ 輸出手形割引高は11百万円で

す。

 ５ 輸出手形割引高は１百万円で

す。

 ５ 輸出手形割引高は１百万円で

す。

※６ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺したうえ流動負債

「その他」に計上していま

す。

※７      ───

※６ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺したうえ流動負債

「その他」に計上していま

す。

※７ 受取手形は手形交換日をもっ

て決済しています。 

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期末日決済

予定の売上債権が中間会計期

末残高に含まれています。 

 受取手形     93百万円

 

※６     ――― 

 

 

 

 

※７      ───



  

(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 21百万円

有価証券利息 11百万円

受取配当金 137百万円

保険満期 
受取金

34百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 9百万円

有価証券利息 27百万円

受取配当金 147百万円

保険満期
受取金

45百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 31百万円

有価証券利息 26百万円

受取配当金 203百万円

保険満期
受取金

74百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 41百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 34百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 79百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 1,037百万円

無形固定資産 323百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 941百万円

無形固定資産 312百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 2,121百万円

無形固定資産 640百万円



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 

※４ 減損損失

当中間会計期間において減損

損失908百万円を特別損失に

計上しています。減損損失を

認識した資産のうち主な資産

は以下のとおりです。

用途 種類 場所

物流
事業用
不動産

土地及び
建物等

滋賀県
坂田郡
近江町

(注) 近江町は平成17年10月

１日に米原市と合併し

ています。

(減損損失を認識するに至っ

た経緯)

物流事業用不動産について

は、西日本地区の物流業務の

アウトソーシングを決定した

ことにより、今後の使用が見

込まれないため、減損損失を

認識しました。

(減損損失の金額)

上記の主な資産に係る内訳は

以下のとおりです。

種類
金額

(百万円)

土地 433

建物 349

その他 126

計 908

(回収可能価額の算定方法)

物流事業用不動産については

正味売却価額を使用し、不動

産鑑定評価額に基づき評価し

ています。

※４     ───

 

 

※４ 減損損失

当中間会計期間において、減

損損失908百万円を特別損失

に計上しています。

減損損失を認識した資産のう

ち主な資産は以下のとおりで

す。

用途 種類 場所

物流
事業用
不動産

土地及び
建物等

滋賀県
坂田郡
近江町

(注) 近江町は平成17年10月

１日に米原市と合併し

ています。

(減損損失を認識するに至っ

た経緯)

物流事業用不動産について

は、西日本地区の物流業務の

アウトソーシングを決定した

ことにより、今後の使用が見

込まれないため、減損損失を

認識しました。

(減損損失の金額)

種類
金額

(百万円)

土地 433

建物 349

その他 126

計 908

(回収可能価額の算定方法)

物流事業用不動産について

は、正味売却価額を使用し、

不動産鑑定評価額に基づき評

価しています。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買取による増加    1,809株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりです。 

   単元未満株式の買増請求に応じたことによる減少     193株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 45,090 1,809 193 46,706



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

機械及び 
装置 
(百万円)

その他 
(工具・ 
器具及び
備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

14,236 556 14,792

減価償却 
累計額 
相当額

11,087 264 11,351

中間会計 
期間末残 
高相当額

3,148 292 3,440

 

機械及び
装置 
(百万円)

その他
(工具・
器具及び
備品) 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

14,236 578 14,815

減価償却 
累計額 
相当額

11,903 331 12,235

中間会計 
期間末残 
高相当額

2,332 247 2,580

機械及び
装置 
(百万円)

その他 
(工具・ 
器具及び
備品) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

14,236 514 14,750

減価償却
累計額 
相当額

11,498 287 11,785

期末残高
相当額

2,738 227 2,965

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 951百万円

１年超 2,588百万円

合計 3,540百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 960百万円

１年超 1,727百万円

合計 2,687百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 947百万円

１年超 2,122百万円

合計 3,070百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 522百万円

減価償却費相当額 484百万円

支払利息相当額 32百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 510百万円

減価償却費相当額 478百万円

支払利息相当額 25百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,035百万円

減価償却費相当額 969百万円

支払利息相当額 60百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ています。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっていま

す。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 6百万円

合計 9百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 3百万円

１年超 8百万円

合計 12百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 5百万円

合計 8百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

  



(2) 【その他】 

中間配当について、平成18年11月１日開催の取締役会において、第95期(平成18年４月１日～平成19

年３月31日)の中間配当を、次のとおり行う旨決議しました。 

 
  

① 中間配当金総額 2,602百万円

② １株当たりの金額 30円

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成18年11月30日(木)



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

  

  

 
 「平成18年６月27日提出の臨時報告書」に係る訂正報告書 

  

  

(1)
有価証券報告書 
およびその添付書類

事業年度 
(第94期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月27日 
関東財務局長に提出

(2) 臨時報告書

(企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第
２項第２号の２（当社
ストックオプション制
度に基づく新株予約権
の発行)の規定に基づく
もの）

平成18年６月27日 
関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書の訂正報
告書

平成18年７月４日 
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年11月30日

参天製薬株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている参天製薬株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、参天製薬株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田   雅  洋  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 梅  田   佳  成  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年11月30日

参天製薬株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている参天製薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、参天製薬株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田   雅  洋  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 梅  田   佳  成  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年11月30日

参天製薬株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている参天製薬株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第94期事業年度の中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、参天製薬株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田   雅  洋  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 梅  田   佳  成  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管していま

す。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年11月30日

参天製薬株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている参天製薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第95期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、参天製薬株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 目 加 田   雅  洋  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 梅  田   佳  成  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管していま

す。
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